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国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
お

よ
び
退
職
被
保
険
者
証
の
有
効
期

間
が
、
４
月
30
日
で
切
れ
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
を
３
月
31
日

ま
で
に
完
納
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、

１
年
間
有
効
の
被
保
険
者
証
、
未

滞
納
額
が
あ
る
方
に
は
、
３
か
月

間
有
効
の
被
保
険
者
証
を
郵
送
い

た
し
ま
す
。

新
し
い
被
保
険
者
証
は
一
般
が

さ
く
ら
色
、
退
職
者
が
も
え
ぎ
色

で
す
。

旧
被
保
険
者
証
は
５
月
１
日
以

降
に
保
険
年
金
課
に
お
返
し
く
だ

さ
い
。
ふ
れ
あ
い
活
動
セ
ン
タ
ー

ゆ
め
く
る
で
も
お
預
か
り
い
た
し

ま
す
。（
休
館
日
を
除
く
）

な
お
、
自
宅
か
ら
離
れ
て
通
学

や
施
設
に
入
所
し
て
い
る
た
め
に
、

被
保
険
者
証
を
引
き
続
き
別
々
で

必
要
と
さ
れ
る
方
は
、
印
鑑
・
在

学
（
在
園
）
証
明
書
・
送
付
し
た

新
し
い
被
保
険
者
証
・
ま
た
は
○学

・
○遠
の
押
印
さ
れ
て
い
る
旧
被
保

険
者
証
を
持
参
の
う
え
、
保
険
年

金
課
の
窓
口
で
直
接
お
受
け
取
り

く
だ
さ
い
。

定
額
保
険
料
や
付
加
保
険
料
を

一
括
し
て
前
納
す
る
と
、
割
引
が

あ
り
お
得
で
す
。

４
月
の
は
じ
め
に
社
会
保
険
庁

よ
り
送
付
さ
れ
た
平
成
15
年
度
分

納
付
書
を
持
っ
て
金
融
機
関
の
窓

口
や
社
会
保
険
事
務
所
で
前
納
す

る
旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
前

納
は
口
座
振
替
の
方
も
ご
利
用
で

き
ま
す
。
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国
保

年
金

国
保

年
金

国
民
健
康
保
険
証
が

５
月
か
ら
新
し
く
な
り
ま
す

70歳以上の方で、生れた日が昭和
７年９月30日までの方は「老人保健
法医療受給者証」を、昭和７年10月
１日以降の方は「高齢受給者証」を、
医療機関にかかるときには必ずお持
ちください。受給者証には窓口での
患者負担割合が記載されていますの
で、忘れてしまうと本来負担するべ
き割合以上に負担することになりま
すので、忘れずに持っていきましょ
う。
※健康保険証が変わった場合は、保
険年金課に届け出をお願いします。

医療機関にかかるときは
　　　受給者証を忘れずに

学生のみなさんも20歳になったら
必ず国民年金に加入し、保険料を納
めることが義務となっています。し
かし、収入がなく納めることが困難
な学生には在学期間中の保険料が後
払いできる「学生納付特例制度」が
あります。
対象 政府で定める大学、短大、専
門学校および夜間、通信制課程の学
生で、本人の前年の所得が68万円（収
入で133万円）以下の学生
手続き（持参いただくもの）
年金手帳・学生証（または学生証の
写し）、印鑑
提出先 保険年金課国民年金係

学生のみなさん忘れていませんか？

国
民
健
康
保
険
係

２
１
6
2

問

○内

☆定額保険料の場合［月額13,300円］

毎月納めたとき 一括前納で納めたとき 割引額 納 期

1 年分 159,600円
（164,400円）

156,770円
（161,480円）

2,830円
（2,920円）

４ 月 末 日

半年分 79,800円
（82,200円）

79,150円
（81,530円）

650円
（670円）

前期分４月末日

後期分10月末日

※金額は昨年度の額による。（ ）内は付加保険料のある場合です。

町
税
は
金
融
機
関
の
口
座
か
ら

自
動
的
に
振
り
替
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
つ
い
う
っ
か
り
し
て
納

期
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ

と
の
な
い
よ
う
に
安
全
で
便
利
、

確
実
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

※
口
座
振
替
の
開
始
は
、
申
込
み

月
の
翌
月
末
以
降
の
納
期
分
か
ら

と
な
り
ま
す
。

対
象
種
目

町
県
民
税
、
固
定
資

産
税
、
軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康

保
険
税

手
続
き

預
金
通
帳
に
使
用
し
て

い
る
印
鑑
を
お
持
ち
の
う
え
、
取

扱
金
融
機
関
ま
た
は
役
場
へ
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

一
度
手
続
き
を
な
さ
い
ま
す

と
、
翌
年
度
か
ら
の
手
続
き
は
不

要
で
す
。

取
扱
金
融
機
関

り
そ
な
銀
行
・

埼
玉
り
そ
な
銀
行
・
東
京
三
菱
銀

行
・
東
和
銀
行
・
み
ず
ほ
銀
行
・

三
井
住
友
銀
行
・
武
蔵
野
銀
行
・

Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
・
埼
玉
縣
信
用
金

庫
・
中
央
労
働
金
庫
・
上
尾
市
農

業
協
同
組
合
・
中
央
三
井
信
託
銀

行
浦
和
支
店
・
郵
便
局
（
全
国
）

税
務
課
管
理
徴
収
係

２
１
５
６

問

○内
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※原則として各月末日が納期限となっています。
※末日が金融機関の休業日のときは、翌日営業日になります。

町民のみなさんには、現在５種類（町民税、固定資産税、
軽自動車税、たばこ税、国民健康保険税）の税を負担してい
ただいています。これは、日常生活に関係の深い身近な費用、
たとえば、病気の予防、小中学校をはじめとする学校教育、
道路、下水道の整備、乳幼児から老人までの福祉の向上など
に使われています。
４月から、平成15年度分の納税をお願いすることになりま

すが、今後とも町税の完納には、別格のご協力をお願いいた
します。

平成年15年度の町税等の納期

町税の納期内納付に
　　　ご協力ください
町税の納期内納付に
　　　ご協力ください

町税の
　納期内納付に
　　ご協力ください
町税の
　納期内納付に
　　ご協力ください

紙上アート
ミュージアム

「うるし」

平
成
９
年

黒
漆
絵
「
実
る
」

伊奈町に住み、日本の漆芸作家として
優れた作品を生み出した人間国宝　田口
善国氏。

K　黒漆絵「実る」
平成９年に細田山地区での夏祭に際し

て出品した作品である。
伊奈町の大地で育まれた巨峰。その一

房を観察しながら細密に写生を行なっ
た。一部分を拡大し白地に黒漆の線描に
よって陰影が付けられた画面から、迫力
を感じることのできる作品となっている。

（解説：田口義明氏）

町では、このたび、寄贈された田口先
生の作品を県立近代美術館に寄

※

託しまし
た。その作品の一部が、４月１日から７
月13日まで、同美術館で展示されます。

観覧ご希望の町民の方に、招待券を用
意しています。事前にお問い合わせのう
え、役場 2 階企画調整課　2213窓口ま
でお越しください。（数に限りがありま
すので、お早目に）
なお、紙上アートミュージアム「うる

し」は、今回で終了します。作品解説を
快く引き受けくださった田口義明氏に、
特別の感謝を申し上げます。

個人事業税や不動産取得税、自動車税など、県税の納付に
ついての相談をお受けします。お気軽にご相談ください。
日時 ５月25日∂９時～17時

上尾県税事務所C7 7 2― 7 1 1 1問

税目
町 県 民 税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税

月

4

5 1 期 全 期

6 1 期

7 2 期 1 期

8 2 期 2 期

9 3 期 3 期

10 3 期 4 期

11 4 期 5 期

12 6 期

1 4 期 7 期

2 8 期

3

※寄託…館所蔵品と同様に取扱うことを前提に、
美術館が無料で保管すること 県税休日納税

　　　相談窓口の開設
県税休日納税
　　　相談窓口の開設

○内


